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ＮＰＯ法人ゆうせい非正規労働センターの「第２会総会」及び「第６回ゆうメイト全国交流会」を０９年

１１月１５日(日)に開催することになりました。講師には全国ユニオン代表の鴨桃代さんにお願いしており

ます。

例年通り大阪の開催となりますが、会場は未定で別途、連絡します。

第２回総会に向けての｢第３回事務局会議」を９月６日(日)１４時から大阪で開催し、総会議案及び今後

の活動についてまとめることになります。全国各地域の代表者の方の出席をお願いします。

なお、非正規センター(ゆい)の活動等について御意見・問題提起等をお寄せください。

※｢定款｣では非正規センター(ゆい)の年度は９月末までとなっておりますが、ゆうメイト全国交流会と同時

開催とするため１１月１５日開催としています。

岡山支店期間雇用社員・萩原和也さんの極めて不当

な｢雇止め｣撤回を求め、岡山支店の仲間を中心として

結成され、現在解雇撤回を求めて裁判闘争を闘ってい

る｢萩原君を支える会｣の第２回総会が２００９年６月

７日に岡山国際交流センターで開催されました。

総会は、１年間の会の活動報告、これからの闘う方

針が提起され、参加者全員で方針等が確認された後、

裁判を共に闘っておられる奥津亘弁護士より、萩原裁

判の経過と意義等が報告され、奥津弁護士は、会社は、

契約期間が終了したから当然に｢雇止め｣と主張してい

るが、萩原さんは反復継続して雇用されてきており、

これまでの裁判判例から見ても、会社主張はまったく

破綻していることを具体的裁判例を含めて提起されま

した。

第２部としては、非正規センター(ゆい)の稲岡から

｢ゆうメイトの置かれている現状と今後の課題｣と題し

て、現在のゆうメイトの現状と透明性のある賃金及び

登用制度の必要性等について提起しました。

次に、広島労働安全センターの土屋信三さんから、

｢交通事故は、確率論的に起こる。同様に、労災事故も

確率的に起こる。決して、個々人の意識の問題、マナー

の問題が原因ではない」と具体的事例を踏まえて提起

され、会社が交通事故を萩原さんの一方的な責任にし

ていることの問題点を鋭く追及されました。

会の最後には、裁判を闘う萩原さんが、今までの裁

判闘争支援に対するお礼とともに、今後とも雇止め撤

回に向け断固闘う決意を述べ、総会は終了しました。

☆萩原裁判証人尋問が始まります

９月１１日 会社側証人
９月２５日 原告側証人
岡山地裁 １３時３０分
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非正規センター(ゆい)は、２００９年６月１４日(日)に東京・関東の期間雇用社員

を中心に｢首都圏学習会｣を開催しました。今後とも、学習会を継続していくことを確

認してます。

６月１４日（日）、「非正規センター・ゆい」の

首都圏学習会を開催しました。

第１回目ということもあり控えめな人数の会議室

を予約していたところ、結局かなり窮屈な思いを皆

さんにさせてしまい申し訳なく思っています。

２０名の会議室に全体で２３名、内非正規社員１

７名の参集でした。

会はまず「ゆい」発行の「職場の権利ブック（１）」

を下敷きに、非正規労働者の労働契約の基になって

いる「パート労働法」のポイントや休暇・賃金のこ

となど基本的な権利関係の整理を理事の椿さんの方

から報告して頂きました。具体的な事例などをひも

ときながらの丁寧な報告の後、会場からの質問を受

けていきました。

参加者からの質問で、「これまでは非番の日に年

休を入れていたのですが、この６月からはそれはで

きないと管理者から言われた。法律が変わったので

しょうか。」との質問には、みんな頭をかしげます。

当事者としては、周りの仕事に差し支えないよう、

その職場では皆非番の日に年休を入れていたとのこ

と。もちろんそれは年休取得の趣旨に反する取り扱

いで、たぶん支社あたりから改善指導が出て通常の

取り扱いをするようになったのではないかと。実は

現場では今でもこのような非常識な事例が全国で蔓

延しているのではないかとの思いです。

勤務の担務指定や賃金に関する不透明な取り扱い

事例がその他にもいくつか報告された後１０分ほど

の休憩。ところがロビーではその続きの話であちこ

ちで花が咲いていました。

休憩の後、第２部として、JPEX関係の現状報告を

郵政ユニオン本部交渉部長の山岸さんの方から受け

ました。この間組合として交渉してきた中で明らか

になってきた詳細を、急遽準備して頂いた資料を皆

さんに配布した上で、具体的な職場の現場に合わせ

た形で説明をして頂きました。すでに５月２５日に

締め切りとなった意向確認書提出、にもかかわらず

現場には労働条件や勤務地などの詳細な中身が提示

されなかった問題点。支店内では６月に入ってもう

「面接」も行われているというのに、メッシュと言

われる具体的な配達地域さえよく分からないといっ

た現状。

そして一番の問題は、自分の職場はどうなるのか、

雇用は保障されるのかということ。ある職場では１

５０人近い期間雇用社員の内１０数名しかJPEXに移

れないと周知されたところもあるとの報告も出され

ました。

山岸さんの報告では、会社側からは雇い止めはし

ないとの確約は得られていない。しかし、配置換え

や労働時間の調整などによって雇用確保の努力は行

うとの回答。ユニオンとしてはすでにこの春闘時にJ

PEX問題を含めたストライキ権を確立しており、今後

も期間雇用社員の雇用確保に向けて全力で対応して

いきたいとの表明がありました。

会はその後皆さんからいくつか職場報告を頂くこ

とになっていましたが、すでに予定時間も過ぎ、こ

の続きは場所を変えて潤滑油を入れながらというこ

とに。

２次会には１５名が参加して頂き、職場のうっぷ

ん花盛り。一部には政治談義まで飛び出して時間を

忘れるほどの会となってしまいました。

今後もこのような会を続けていこう、皆さんから

の激励を受けて、また皆さんと一緒に次回の会を企

画していきたいと思います。

報告：非正規センター(ゆい)監事 下見徳章



非正規センター(ゆい)会員通信№3 http://www.usay-npo.org/ mail@usay-npo.org

JPEXの本格的な実施まで、後３ヶ月となりました。

それに伴い各地で雇い止め事案が連発しているよう

です。

JPEXの発足の時の取り決めとして、現在の雇用を

確実に守るというのがあったはずですが、現状を見

るとそれがいかに虚構であったかというのが見て取

れます。それは特にペリカン由来支店が受け持つエ

リアにおいて顕著に現れており、事業会社では小包

部門がなくなるんで辞めてペリカン由来支店に行っ

てくれというのは、実は何ら雇用の保障があるわけ

ではありません。

また労働条件の大幅な切り下げも行われており、

出向扱いで行く正規職員と異なり、非正規労働者に

とっては様々なデメリットが発生します。賞与はな

くなりセールスドライバー(ＳＤ)には歩合給を導入。

しかもその歩合給の仕組みすら、いまだに一般公開

されていない状況です。

このように情報の明かされていない、また労働条

件を一方的に切り下げるような職場を許してもいい

ものでしょうか？

統合に関して、非正規労働者には全くメリットは

ないように思われ、これは統合に名を借りた大幅な

人員整理と労働条件の切り下げに他ならないと私は

考えます。

（長時間労働のＪＰＥＸ）

ＪＰＥＸにおける契約社員(非正規雇用労働者)の

年間労働時間について、当初２０８０時間の予定を

２０５６時間に減らしたとしています。

しかし、日本の働き過ぎが国際的にも問題となり、

国は１８００時間を目標として指導を進め、基本的

には目標に近づいたとしています。

にもかかわらず、２０５６時間とはかなりの労働

強化です。

さらに、年間収入は現在の時給制契約社員賃金を

保障するとしていますが、労働時間総体から見ると、

賃下げとも言えます。

岡山支店期間雇用社員(橋)

０９春闘において、会社からの各労組に対する要

求回答が出され、０８年度における正社員及び月給

制契約社員への登用人数等が明らかになってきてい

ます。

郵政労働者ユニオンが出されています、交渉報告

から抜粋して掲載します。

☆時給制契約社員平均時給

(グループ会社全社平均)

９９０円

※雇用時間は平均８時間はなく、かなり少なくな

るが、８時間雇用で年間1,800時間としても

⇒年収 1､782，000円

文字通りワーキングプア

☆０９年度登用予定人数

・月給制契約社員から正社員

事業会社 2､000人

局会社 200人

・時給制契約社員(パートタイマー)

から月給制契約社員

事業会社 2､000人

局会社 1､400人

☆０８年度登用人数

・事業会社 月給制契約社員登用 5､800人

・局会社 〃 2､200人

☆月給制契約社員賃上げ ２，０００円

☆時給制契約社員(パートタイマー)の

時給アップなし

☆ゆうちょ銀行・かんぽ生命

月給制契約社員・正社員登用

→予定人数はない。

→必要に応じて登用

☆新規採用(いわゆる「新卒採用」)予定

事業会社 1､500人 局会社 2､000人
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郵政グループ各会社は、４月２８日付けで｢時給制約社員等の給与制度改正｣を提示し、６月２３日付

けで改正提示を行ってきました。

この｢改正｣は、｢基本給の水準は、現状では約５割の社員の基本給が下限額となっている｣ことを一定

是正することを理由とし、以下のように改正するとしています。

しかし、改正とは名ばかりで、基本給と職務加算額の合計が改正された地域別最賃額に２０円上回っ

ていた場合は最賃アップにもかかわらず時給はアップしないことを正当化するものとなっています。

《改定内容》

１，現在の４地区区分(特、甲、乙、丙)を都道府県

区分に変更し都道府県別、地域別（同一都道府県

内で現在の職務加算額の下限額に差がある場合)及

び業務別に基本給の下限額を定め、下限額以上の

額で所属長が基本給を決定する。

２，基本給の下限額の設定は、地域最賃(10円単位に

切り上げ)に現在の職務加算額の下限額を加えた額

に更に20円を加えた額とする。

基本給の上限額の設定は行わない。

３，地域最賃の改定が行われたときは、改定額に相

当する額(改定前後の地域最賃を10円単位に切り上

げた額の差額)だけ基本給の下限額を引き上げる。

４，基本給の下限額の引き上げを行ったときは、基

本給の下限額を下回る社員の基本給に限り引き上

げを行う。

５，現在の基本給の下限額(現在の地域別基準額に職

務加算額の下限額を加えた額)が、前記２により設

定した基本給の下限額を上回るときは、現在の基

本給の下限額を下限額とする経過措置を設ける。

６，上記改正に伴う加算給制度の見直しは行わない。

２００９年１０月１日実施予定

【例 郵便外務８時間雇用 職務加算額｢通集配･混合Ⅰ｣ 職務加算額の最低額は現行通り で計算】

《東京の場合 職務加算額が様々であるが３３０円適用支店で計算》

・現在 地域別基準額 ７７０円 職務加算額 ３３０円 合計(基本給)１，１００円

・１０月１日改正での下限額

地域別基準額 ７７０円 職務加算額 １３０円 ＋２０円 基本給 ９２０円

※１０月１日からの改定により基本給は下がるが経過措置で現行のⅠ，１００円となる。

・次回の最賃見直しで東京が５０円アップし８２０円になった場合の下限額

地域別基準額 ８２０円 職務加算額 １３０円 ＋２０円 基本給 ９７０円

※次回で５０円の最賃引上げがあっても現行時給の引き上げにはならない。

《大阪の場合 大阪の場合は現在も職務加算額の最低額が適用されている(特、甲)１３０円》

・現在 地域別基準額 ７７０円 職務加算額 １３０円 合計(基本給) ９００円

・１０月１日改正での下限額

地域別基準額 ７５０円 職務加算額 １３０円 ＋ ２０円 基本給 ９００円

※１０月の見直しで基本給９００円となるが、現行と同じで時給アップにならない(現行通り)

・次回から地域最賃に連動しその見直し金額分が時給アップとなる。

《現在郵政での最低地域別基準額より地域最賃が下回る場合 丙地(６６０円）を下回る場合》

・青森、岩手、秋田、山形、鳥取、島根、高知、九州全県は地域最賃が６３０円(端数は１０円単位に切上)

・現在 地域別基準額 ６６０円 職務加算額 ８０円 合計(基本給) ７４０円

・１０月１日改定での下限額

地域別基準額 ６３０円 職務加算額 ８０円 ＋ ２０円 基本給 ７３０円

※現在の郵政の最低額が地域最賃を上回っている場合、１０月からの見直しにともない２０円プラスされ

ても時給アップとならない。次回に２０円最賃アップとなった場合に、現行より１０円アップとなる。




